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資料 1

H22. 7. 9

生活保護受給者の社会的な居場所づ<り と

新しい公共に関する研究会 報告書 (素案)

1 検討の趣

生活保護制度については、経済的な給付に加え、被保護者の自立を福祉事務

所が組織的に支援するため、その具体的実施手段として、平成 17年度から自

立支援プログラムが導入され、被保護者の自立支援が進められてきたところで

ある。

各自治体においては、受給者の状況に応じて、①就労による経済的自立、②

地域社会の一員として充実した生活を送る社会生活自立、③自分の健康 。生活

管理などを行う日常生活自立、を目指すためのプログラムを策定 。実施し、被

保護者の自立支援に取り組んでいる。

しかし、リーマンショック以降、稼働能力を有すると考えられる、いわゆる「そ

の他世帯 (生活保護受給世帯の中で、高齢者世帯、傷病・障害者せ帯、母子世

帯に該当しない世帯をいう。以下同じ。)」 がとりわけ急増する一方で、現在の

厳しい雇用失業情勢のもとで、本格的な企業就労が進まずに就労による経済的

自立が果たせない方や、就労意欲が乏しく生活保護受給が長期にわたる方、就

労という社会とのつながりがなくなつた結果、社会から孤立する方が1曽えてき

ている現状にある。

これらの方々に対して、本格的な企業就労の前に社会的な居場所を確保し、

社会生活自立や日常生活自立に結びつける支援策が重要である。

また、生活保護世帯の子どもが成長し、また生活保護世帯になるという貧困

の連鎖を防止するために、生活保護世帯の子どもに対する学習支援や居場所づ

くりも重要である。

こうした生活保護受給者のための社会的な居場所づくりには、福祉事務所を

中′bとする行政だけでな<、 社会活動に取り組む「新しい公共」と言われる企

業、NPO、 社会福祉法人等と行政との協働が不可欠である。

このため、本研究会では、生活保護受給者の社会的な居場所づ<りに取り組

む企業、NPO、 社会福祉法人等と行政との協働に関し、その在り方や先進的事

lp」 を紹介するとともに、各自治体の取り組みを促す具体的な方策への提言をと

りまとめる。
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2 現状の認識と課

(1)生活保護をとりまく環境の変化

① 社会の変化

急激な少子高齢化をはじめとする社会の変化に伴い、これまでにない

課題が顕在化している。

社会の変化 発生する課題

少子高齢化、核家族イヒ、都市イし、産

業化の進展、扶養・連帯意識の変容

など

家族や地域等で担われてきた介護

や育児等を社会で支えるという生

活上の課題が発生

経済停滞による雇用失業情勢の悪

イじ

雇用・失業問題とそれに連なる貧

困・低所得Fo3題が社会問題化 して

おり、その中でも特に、非正規雇

用に代表されているワーキングプ

アFo5題、都市Fo3題としてのホーム

レス問題、国際イヒの進展に伴う困

窮外国人 PcD3題などが課題として発

生

差異や多様性、当事者性を積極的に

認めるノーマライゼーションやソ

ーシャルインクルァジョン、エンパ

ワーメントの考え方など、新たな価

ltL° 理念の浸透

これまで注目されてこなかつた性

差別や年齢に基づ<差別、 ドメス

ティックバイオレンス、虐待、引

きこもり問題などが課題として発

生

※ ソーシャルインクルージ∃ン :社会的に33い立場にある人々を社会の一員として包

み支え合うこと

※ エンパワーメント:個人や集団が、自分たちに影響を及ぼす事柄を自分自身でコン

トロールできるようになること

② 福祉施策の変イじ

こうした社会の変化に伴い、社会福祉政策においても変化が見られる。

例えば、平成12年には介護保険法による介護サービス、平成17年に

は生活保護の自立支援プログラムが導入されている。

これらの福祉施策の考え方の通底には、利用者がサ=ビスを選択して

自らの意思に基づいて利用する当事者性、市町村が主体となつてそれぞ

れの地域の特性に応じた取組を行う仕組み、対象者の自立を支援してい
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く自立支援の考え方、という共通したん向性が示されている。

(2)生活保護が直面する課題の所在

他の社会保障施策を補完する最後のセーフテイネットとしての生活保護

は、雇用施策や他の関連する施策のあり応によつて、その役害」も変化する。

近年、急速な少子高齢化、非正規労働者の増力0、 単身世帯の増力0をはじめ

とする社会の急激な変化に伴い、社会保障制度の全般的な見直しの必要性が

間われる中で、生活保護行政が直面する課題も顕在化してきている。

① 生活保護行政への負担の集中

生活保護は、生活、住宅、教育、介護など生活全般を総合的に保障し、

他の社会保障制度では必ずしも保障しきれない部分や制度の谷間を補う

ものである。しかして少子高齢化や厳しい雇用情勢等、社会的リスクが多

様イヒする中で、教育 。労働 。住宅など他分野の政策が必ずしも現実の変化

に追いついていない面もあり、最後のセーフティネットである生活保護行

政に負担が集中している。       .

② 更なる専門的な対応

国民のライフサイクルが多様化し、生活水準の更に向上させていく中で、

生活保護世帯のニーズも多様イヒしている。そのニーズに対応するため、

福祉事務所には、より深く、かつ幅広い矢□識や経験が求められている。

とりわけケースワーカーには、限られた社会資源を前提として、ハロー

ワーク等他機関や NPO等民間団体との連携も含めた専P目的な対応が必

要となつてきている。

③ 社会このつながりの喪失

昨今、生活保護受給者の中でも就労に至らない方や引きこもりの若者

などが社会から孤立化する事例がある。孤立化は生活する上でИ要な人

とのつながりや社会性を喪失し、ますます自立を困難な状態に至らせる

おそれがあることからtこのような方皮への支援が必要となつてきてい

る。

④ 就労意欲の低下・喪失

傷病・障害など就労阻害要因のない生活保護受給者については、経済的

自立、生活保護からの脱却を促す必要があるが、厳しい雇用情勢の中、な

かなか就労先が見つからず、次第に就労意欲が減退するなど、必ずしも就
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労促進が進んでいない事例、生活保護の生活に満足し、就労による生活保

護からの脱却を目指さなくなる事例等が指摘されている。これらの方々へ

の効果的な意欲喚起が課題となつてきている。

⑤ 就業体験の充実

有効求人倍率の低迷、非正規労働の増加等に伴い、生活保護において

は、稼働能力を有する方が多いと者えられる「その他世帯」が急増してい

る。このような状況において、特に、若年層や、長期間労働市場から離れ

てしまった稼働層への就業体験の充実が懸要である。

⑥ 学習支援の充実

貧困の連鎖を防止するためには、生活保護受給世帯の子どもに対する学

習支援の充実が必要であることはこれまでも指摘されているが、その取組

は子どもの学力向上や高校進学にとどまらず、多様な大人たちや同世代の

子どもたちと出会える環境を整備することにより、社会性の育成につなが

るものと考える。

⑦ 地域から排除することのない社会の構築

あらゆる人を地域から排除することのない社会を目指すためには、総含

的祇取組が求められている。国や地方自治体という行政機関のみならず、

企業、NPO、 社会福祉法人等の民間機関、住民等の多様な主体の適切な役

害」分担と協力が必要である。

3 社会的な居場所の必要性と意

(1)生活上の課題と居場所

現代社会が抱える生活課題は、人□ ,家族 。地域・産業・雇用・環境等

の構造変容を通じて多様化する一方で、その多<の生活上の課題について

は、家族、学校、地域、職場等から排除された人たちが、それぞれの場で

「居場所」が見いだせないことにより生じていると考えられる。
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[図 11 現代の生活問題の態様

1     失業     :
|   ホームレス   |→ |

自殺     |

三

ニー ト・不登校

引きこもり。非行等

家族関係の不調等

  :||‐.居場
〕.,

経済環境・労働環境 ,家族環境等の変容

(2)社会的居場所の必要性

それぞれの場から排除された人たちが、社会の中で生活再建 していくため

には、シェルター (避難所)、 またはスプリングボー ド(跳躍台)となる「社

会的居場所」が必要である。

つまり、「社会的居場所」とは、これまでの社会が既存の場として提供 し

てきた環境では居場所を確保できない人たちに対して、生活再建又は新たな

居場所に移行するための場としての役害」を担うものと考える。

図 1で示されるように、社会的居場所は、その対象者 (対象者の抱える間

題)によつて、様々であるが、本研究会では、主として、第一に、本格的な

企業就労が進まずに就労による経済的自立が果たせないんや、就労意欲が乏

し<生活保護受給が長期にわたる方、就労という社会とのつながりがな<な

つた結果社会から孤立する方などを対象に、「多様な働き方」という視点で、

社会的居場所の必要性を考える。第二に、高校進学を控えた生活保護受給者

の子どもなどを対象に、「学習支援」という視点で、社会的居場所の必要性を

考える。

‐
5‐

-5-



4 行政と新しい公共が協働することの意

(1)新 しい公共とは

限られた社会資源を前提として、行政に限らず、企業、NPO、 社会福祉

法人等が連携・協働 して、新たな福祉課題に対応していくことが求められて

いる。これが「新しい公共」と考える。

具体的には、社会福祉の供給主体として、公的部門 (政府一国 。自治体 )、

インフオーマル部門 (非営利
/AN的

組織一社会福祉法人、NPO等 )、 ボラン

タリー部門 (非営利非公的組織一ボランティア、住民組織等)、 市場部門 (企

業)から成るそれぞれの主体が「福祉の増進・向上」という共通の目的に向

けて、それぞれの特徴を生か しつつ、連携・協働を図る必要がある (図 2)。

[図 2]各セクターの特質と課題
,

経営主体 特質 課 題

民

営利一企業 ・企業の社会的責任 (企

業市民)等

企業利益 と公益性の調

和等

ブト営利一NPO

―社会福祉法人

一ボランティア

ーその他 (法人等 )

先見性 。自発性・柔軟

′性等

・活動を支える基盤

カネ 。モノ・情報

ウハウ)

(人

ノ

官
行 政 ・全体性・計画性・安定

性・継続性等

統制 と裁量の判断、社

会的合意 と財源調達等

2)行政と新しい公共が協働することの意義

行政に加えて、新しい公共といわれる企業、NPO、 社会福祉法人等が適

切な役害」分担の下で連携・協働し公共的課題に取り組むことは、新しい社会

的ネットワークを構築することを意味すると考える。

一カで、新しい/AN共と行政の連携・協働に当たっては、地i或資源 (人・モ

ノ・カネ 。ノウハウ・情報)の確保と、各機関の関係構築 。パートナニシッ

プ (協力関係)が重要であり、各機関が連携・協働して貧困 。低所得者ヘサ

ービス提供を行つていく必要がある。
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5 社会的居場所の確保と新 しい公共との協働を促進するために

(1)考え方

① 自立支援のあり方

生活保護制度は、最低限度の生活の保障とともに、自立の助長を図ること

を目的とする制度であり、生活保護受給者に生活保障を行うとともに、最低

限度の生活を超えて自立できるよう、生活再建に向けた援助・支援をどのよ

うに図っていくかが重要である。

ここにいう「自立」をどのように捉えるかについては、公私の援助・支

援を受けない状態を指す「自立」と、自分の生活は自分で選択・決定する「自

律」という両倶」面の者え方がある (図 3)。

生活再建に向けた援助・支援に当たつては、広<地域の中で公私の社会

資源を活用し、依存から自立へ、1他律から自律への力向で、利用者主体の

自立支援のあり方が求められる。

[図 3]生 活保護制度のあ り方に関する専門委員会における自立概念(3うの自立)

精神的自立(人格的 自立)

自己選択/自 己決定 } 
自律

② 多様な「働き方」の者え方

ア  「働<こ と」(労働)の意味

丁般的に、私たち|ま、「働くこと」(労働)を通して、社会に必要なモノ・

サービスを作りだし、それらを消費 (購入)することによって個人の生命

や生活、そして文化、社会を支えている。また、「働くこと」(労働)を通

して、人と人、人と社会のつながりを持つとともに、さらに、「働<こと」

(労働)を通して、自己実現 (や りがい、達成感、創造)を図っている。
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イ  「働<こと」(労働)の範囲

「 働<こと」(労働)は、大きくは、労働市場を経由し労働に参加すると

いう有給労働 (ペ イ ドワーク)と、労働市場を経由せずに労働に参加すると

いう無給労働 (アンペイ ドワーク)に分けられる。

これらの労働を生活保護における自立支援に当てはめて者えると、生

命 。生活を支える日常生活自立に関わる労働、社会的自立に関わる労働、

経済的自立に関わる労働と整理することができる (図 4)。

[図 4]働 くこと(労働)の範囲

・ 有給労働

(ベイードワーク)

‐
有給労働■|

(ペイ ドワ■ク)

1 無給労働 ||

(ア ンペィ ドワニク)

| 
‐
無給労働 ||

(ア ンペイドファク)

労働市場 準労働市場 非労働市場 非労働市場

一般企業、商店、

自営等

シルバー人材セ

ンター、社会就

労センター等

ボランティア、

サークル等

家事(育児、介護

等

経済的 自立 経済的自立 社会的自立 日常生活 自立

ウ 多様な働き方

就労支援には、有給労働 (ペイ ドワーク)に結びつく就労支援だけでな

<、 無給労働 (アンペイ ドワーク)においても、これに結びつ<社会生活

支援、日常生活支援がある。

それぞれ各支援については、利用者各個人にふさわしい支援として、各

個人の状態 。ニーズ、地域資源の状況に応 じてきめ細か<決定される必要

がある。

一方、日常生活、社会生活、経済生活は相互に関連するものであり、こ

のようなそれぞれの生活面における支援を行いながら、就労支援に結びつ

けていくという理解が重要である (図 5)。

単に「仕事に就く」ことだけを目標とするのではなく、仕事に就<前

段階の「社会的 (福祉的)就労」の取組を通 して、段階的に就労に向け

たステップを踏んでい<ことの効果や、「ボランティア体験」等を通 じて

社会参力□の機会を作り、生活保護受給者が自尊感情や他者に感謝される

実感を高めていくことが、生活保護受給者自身の持つ力を引き出す支援

として意義があるという効果について、各地方自治体における自立支援

の取組においても明らかになりつつある。
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[図 5]多様な働き方のイメージ

労働市場lAl 準労働市場(B) 非労働市場(C)

一般就労 社会的(福祉的)就労 社会参加/生活

③ 当事者性を尊重した支援の在り方

様々な困難な経緯がある生活保護受給者の支援に当たつては、個々の違い

を出発点とし、できる限りその意欲や自立性を高めてい<という視点が重要

である。

このためには、相談者・利用者個人の置かれている状態や意識に着目する

こと、相談者・利用者への説明責任を果たすこと、利用者保護に留意するこ

と、評価システム (利用者による評価、支援者による評価、第三者による評

価)の導入を図ること等が必要である。

なお、稼働能力を有するんに対する就労支援に当たつては、画一的な指

導により精神状態を悪化させ、かえつて自立から遠ざかるようなことはあ

つてはならないことであり、生活保護受給者の精神状態への配慮も不可欠

である。

また、生活保護受給者の子どもの居場所づ<り に当たっては、生活保護

受給世帯以タトの子どもの参加や、当該学習支援プログラムを受講していた

子どもが成長して教える側に回るなど、多様な参加者の確保に留意すべき

である。
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(2)行政と新しい/AN共との連携・協働を促進するために必要な仕組み

① 支援の可視化

公的・私的を問わず、多くの主体が一体となつて取り組むという新たな仕

組みを効果的に導入 :推進するためには、様々な段階における「支援の可視

化」が重要である。         `
具体的には、行政と協働できる地域の NPO等民間団体の把握、モデル事

業の立ち上げとその検証。評価。公表、利用者に対する多様な働き方の教示、

利用者が選択可能となるような様々な情報の提示など、利用者、民FE35団 体、

地域住民の目から見える支援やつながりが必要である。

② 説明責任と事業評価

自立支援の目的は、利用者である生活保護受給者が抱える様皮な生活課

題を緩和 。解決していくことであり、それが社会において理解されるために

は、それらの事業立ち上げに当たって目指すところを半」り易<示すとともに、

貢献 (効果、満足)を明らかにする到達レベル (評価)の確認を行うことが

重要である。

事業評価に当たっては、利用者自身の評価、支援者自身による評価く当

事者以外の第三者評価があり、このような評価手法の導入は、自立支援がよ

り充実してい<ことにうながるものである。

また、評価を行うことは、具体的根拠に裏打ちされた実践を反映するこ

とでありt実施機関にとつて、利用者に対してはもちろんのこと、行政内

タトに対して説明責任を果たすこととなる。

③ 支援の対象者

これら支援に当たつて留意すべき点は、その対象者を生活保護世帯に限

定するという、いわゆる「社会的脆33層」の雇用に特化した事業については、

一般的に持続しないと考えられる。持続性のある形により支援策を具体化す

るためには、多様な雇用の枠組みの中に組み込むことを検討する必要がある:

(3)実現に当たつての具体的な方策

① 新しい公共に対する支援

新しい公共といわれる企業、NPO、 社会福祉法人等と行政が連携 。協

働してい<ためには、当該地域における支援者の確保と育成が不可欠である

とともに、支援の質を確保する必要がある。

‐
10‐
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また、8乍つの雇用情勢の悪化に伴い、■
~業

等の一般就労が困難な状況や

社会的 (福祉的)就労の場となる社会資源が十分でない状況を考慮すれば、

NPO等新たな公共には生活保護受給者の雇用の受け皿又は就業体験の受

け皿となることも期待される。

このため、まず、国においては、各地方自治体で先行確立された新たな
/AN共を活用した事例 。ノウハウの集積と地方自治体への還元・普及が必要で

ある。その際、ケースワーカーが担当するケースワーク業務とNPO等に委

託する業務の分別 P整理についても留意する必要がある。

また、国及び地方自治体においては、質が高く継続的な支援が可能にな

るよう、新しい公共に対する所要の財政措置を講ずることが適当である。地

万自治体が新しい公共に事業を委託する場合には、彼らの倉」意工夫が発揮さ

れるよう、柔軟な運用に留意する必要がある。

② 福祉事務所における人的体制の整備

国においては、ケースワーカこの業務の負担軽減を図るために、生活保

護受給世帯の増加傾自を踏まえ、地方交付税措置を引き続き講ずる閉要が

あるほか、就労支援員等ケースワニカー以外の専Pヨ職の増配置にも弓|き続

き取り組む必要がある。

③ 地域ネットワークの構築

行政と新しい公共とが連携 。協働してい<ため、国及び地方自治体が新

しい公共となり得る地域資源の開拓やその情報を把握するとともに、情報共

有を推進していくことが重要である。

具体的な連携に当たり、行政の役害」は、これまでの「指導」する立場と

してではな<、 オブザーバニ的な立場として、企業、NPO、 社会福祉法人

等の新しい/AN共が中′bとなるネシトワーク作りが推進される環境を整備す

ることが重要であり、こうした環境が整備されることによりNPO等の新し

い主体においても社会的倫理観のある責任が期待されることになる。

さらに、地ん自治体においては、生活保護受給者が様皮な居場所や地域資

源に関する情報を得る機会を増やしていくための環境整備を進めることも

必要である。

④ パーソナル・サポート (個別支援)サービス

様々な生活上の困難に直面している利用者に対して、個別的かつ継続的

に、相談・カウンセリングや各サービスヘのつなぎを行う「パーソナル・サ

ポート (個別支援)」 サービスを導入することも一つの方法として有効と考

‐
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える。

「パーソナル・サポート・サービス」については、今年度tまずモデル

地域においてNPO等が提供主体となつて個別支援を行うこととされてい

るが、生活保護受給者への支援に当たつては、当事者同士や関1系機関をつな

げる経験と深い専P]性を持つたコーディネーターの養成が必要である。

一方、福祉事務所におけるケースワークについても、/AN的機関のみならず

NPO等民FB3団体を含めた様々な地域資源につなげるコミ三ニティーワーク

ヘと進めていく懸要があり、そのためのケースワーカーヘの教育・研修が重

要である。

⑤ 生業扶助

生活保護受給者の増収又は自立の助長を図るために支給される生業扶助

については、本年4月 に、新たに、高校卒業後就職先が内定した者が自動車

免許を取得する場合も運転免許取得費用を支給するなど、随B寺運用改善が図

られてきたところであるが、国においては、地方自治体等の要望を踏まえ、

自立助長等に効果的な支給について検討することが望まれる。

⑥ その他

ア 居住支援の拡充

居住支援 (住宅手当等の現金給付型だけでなく、現物給付型も含む)

についても、生活保護に至らない又は生活保護からの自立につながるよ

う、支援の充実に向けた検討が望まれる。

イ 四重苦を抱えた方に対する支援

困窮・単身・高齢要介護・認知症などの障害の「四重苦」を抱えた方を

はじめ、地域で孤立しがらな生活保護受給者についても、自立支援プロ

グラムの強化を検討することが望まれる。

ウ 自助グループに対する支援

障害や疾病を抱えた当事者については、これらの万々による自助グル

ープヘの参力0費・交通費の支給などを通じて、当事者が主体となつた居

場所づ<‐りを支援してい<ことを検討することが望まれる。

(参考)取り組み事

釧路市、新宿区
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参考可

本研究会を傍聴されている生活保護受給者の方 (首都圏在住の3名 の方)から下記のご意見

をいただきましたので、提出させていただきます。ぜひこうした当事者の声を議論に反映させてい

ただければと思います。

稲葉剛(NPO法 人自立生活サポートセンター・もやい)

第 6回 「生活保護受給者の社会的居場所づくりと

新 しい公共に関する研究会」を傍聴 して

私たちは 6月 28日 (月 )に航空会館で行われた上記の研究会の傍聴に参加 し、会場で

出会った当事者です。生活保護の受給期間も、住まいも、受給に至る背景もそれぞれ

まちまちですが、傍聴してみて当事者として感じたこと、お願いしたいこと等をまと

めてみました。勝手ながら、委員のみなさまにお伝えさせていただければと思います。

現在、活用 している制度やシステムについて、まず充分な説明をしてください。

○私たちは生業扶助について、説明を受けたことがありません。体を崩 した りして、

今す ぐは就労出来なくても、治療を継続 しなが ら資格取得等に取 り組むことも

可能だと思います。精神的に追い詰めないよう充分配慮 しつつ、現行制度につ

いて、充分な説明を行つてください。

○生活保護制度について、学校などでもきちん と学べるようにしてほしいです。

いたず らにスティグマを抱えて苦 しむことのない社会を倉1っ てほしいと願つて

います。

当事者を 「枠」にはめるだけでなく、就労を提供する側 も柔軟に環境を整えて

ほしいと思います。

○長期的に保護を受給 している当事者 は、就労意欲がないわけではありません。

たとえばメンタルに問題があるような場合く週 3回 5時間程度なら就労できる

とぃつた場合 もあります。「障害」に該当するほどではなく、そのような条件で

雇つてくれる職場 もなかなか見つか らず、0か 100か の選択を迫 られた結果、

0になつてしま う場合も多々あります。雇 う側にも、人に合わせた柔軟な配慮を

お願い したい と思います。そのことな しに就労支援に取 り組んでも、当事者をま
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た不安定で過酷な労働現場に投げ出すことになりかねず、結果として回転 ドア的

に再び生活困窮にさらされてしまうことが′心配です。

○いわゆる「就労指導」にあたつては、本人のメンタルな状況をよく理解した上で、

いたずらに煽るだけでなく、何度か不採用だつたとしても、前向きに受けとめら

れるように [指導」より「支援」を大事にしてほしいと思います。煽つたり叱責

されたりすると、よけいに自信を失い、自立から遠のいてしまいます。場合によ

っては自殺につながることもあるので、より丁寧に対応 してほしいと願つていま

す。

3.「居場所Jへ行くための手だてを確保 してください。

○支援団体やサポー トグループが、地方にも潤沢に存在 しているわけではありません。

都心に暮 らす人と、地方に暮らす人に格差が生 じないよう、支援者の育て方にも充

分な配慮をお願いします。

また、居場所やプログラムに参加するための交通費や参加費を保障してください。

○当事者が自ら居場所を創 りたいと考えたり、ピアサポー トなどに通 う場合も、その

活動を支援 してください。また、DV被害者らの専門カウンセリングの費用も生活保

護費から出せるようにしていただけると大変ありがたいです。 (現在、いくつかの依

存症回復プログラムについては交通費の支給を認めてくれていますが、DV被害者や

うつ病のカウンセ リングなどは、参加費・交通費が認められていません。)

また、居場所を創るために、生活保護利用者の公共施設の利用料減免措置なども検

討 していただけるとうれしいです。

「居場所」が人間としての 「評価 。比較」の場にならないよう充分配慮 してください。

当事者の声に耳を傾ける場を作うてください。

○ 「居場所」が誰かと比較したり、「こうあるべきJと いうあり方を押 しつけられる

場にならないよう、支援者側の認識をしつかり共有 してください。

○サポーターは、メンタル、疾病、障害、依存症、雇用情勢、就労支援、ハラスメン

ト、DV・ 虐待、保育 (学童 )、 子育て、教育事情、家族関係論、介護保険、生活保

護、債務、消費者被害、更生、行政手続き、カウンセ リング、地域社会資源情報な

ど多角的な学習と、それぞれの当事者 と現場関係者からのヒアリングなどを充分に
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く

行い、その人の抱えた背景に寄り添つて適切な支援ができるような包括的サポータ

ーの育成を行つてください。医療や法律は別としても、相談内容ごとに支援者を変

えなくてはならないのでは、新たな負担が増すだけです。

また、サポーターと当事者の人間関係についても、サポーターの独善的な価値観

による対応にならないよう、サポァター側の相互フォロー環境も整えてください。

○生活保護受給者のことを決めるときには、当事者のさまざまな背景を、できれば

まず直接聞いていただければうれ しいと思います。今後の話し合いの具体化に

あたつても、ぜひ当事者の意見も聞きながら進めていただけたらと思つています。

以上、3人で思いつくまま、勝手な意見を述べました。

ひとつでも、気にとめていただければ幸甚です。

よろしくお願い申し上げます。

2010年 7月 1日
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